
 

地籍調査事業委託業務共通仕様書 

 

（適用範囲） 

第１条 この地籍調査事業委託業務共通仕様書（以下「共通仕様書」という）は、岩美

町が国土調査法に基づき実施する地籍調査作業に適用する。 

２ 図面及び特記仕様書に記載された事項は、この共通仕様書に優先するものとする。 

 

（作業範囲） 

第２条 本業務にあたっては、共通仕様書のほか業務委託契約書及び下記の法令等によ

り実施するものとする。なお、業務実施期間内において法令等に改正が生じた場合は、

改正後の法令等を優先することとする。疑義が生じた場合は本町職員と協議し実施す

ること。 

 (1) 国土調査法 

 (2) 国土調査法施行令 

 (3) 地籍調査作業規程準則 

 (4) 地籍調査作業規程準則運用基準 

 (5) 地籍簿の様式を定める省令 

 (6) 地籍図の様式を定める省令 

 (7) リモートセンシング技術を用いた山村部の地籍調査マニュアル 

  (8) リモートセンシング技術を用いた山村部の地籍調査事業工程管理及び検査規定 

  (9) リモートセンシング技術を用いた山村部の地籍測量及び地籍測定における作業     

      の記録・成果の記載例 

  (10)リモートセンシングデータを活用した基本調査における集会所等での説明会実    

      施の手引き 

 (11)地籍調査成果の数値情報化実施要領 

 (12)数値地籍情報の記録計式等について 

 (13)地籍調査成果電子納品要領 

 (14)地籍調査事業工程管理及び検査規程 

 (15)地籍調査事業工程管理及び検査規程細則  

 (16)地籍調査事業（外注）実施要領 

 (17)その他関係法令、書通達及び通知等 

 



（用語の定義） 

第３条 調査職員、指示、承諾及び協議とは次の定義による。 

調査職員とは、総括調査職員、主任調査職員、調査職員を総称していう。 

２ 指示とは、発注者側の発議により、監督職員が受注者に対し監督職員の所掌事務に

関する方針、基準又は計画などを示し、実施させることを言う。 

３ 承諾とは、受注者側の発議により、受注者が調査職員に報告し、調査職員が了解す

ることをいう。 

４ 協議とは、調査職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。 

 

（作業の着手） 

第４条 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後１０日以内に作業

に着手しなければならない。この場合において、着手とは主任技術者が作業の実施の

ため調査職員との打合せ又は現地踏査を開始することをいう。 

 

（主任技術者） 

第５条 受注者は、作業における主任技術者を定め、発注者に通知するものとする。 

２ 主任技術者は、契約図書等に基づき作業に関する技術上の一切の事項を処理するも

のとする。 

３ 主任技術者は、測量法に基づく測量士の有資格者であり、かつ高度な技術と十分な

実務経験を有する者でなければならない。 

４ 主任技術者は、調査職員が指示する関連のある作業等の受注者と十分に協議の上、

相互に協力し作業を実施しなければならない。 

５ 主任技術者は、屋外における測量作業に際しては使用人等に適宜、安全対策、環境

対策、衛生管理、地元関係者に対する対応等の指導及び教育を行うとともに、作業が

適正に遂行されるように管理及び監督しなければならない。 

 

（作業班長） 

第６条 作業班長とは、主任技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者を

いう。ただし、作業における作業班長は、測量法に基づく測量士又は測量士補の有資

格者でなければならない。 

２ 受注者は、業務の実施にあたって作業班長を定め、発注者に通知するものとする。 

３ 作業班長は、契約書及び設計図書に基づき適正に業務を実施しなければならない。 

 

（提出書類） 

第７条 受注者は、別表に掲げる関係提出書類の様式により、契約締結後、遅滞なく関

係書類を調査職員に提出しなければならない。 



２ 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において

様式を定めて提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、こ

れに従わなければならない。 

 

（打合せ等） 

第８条 作業を適正かつ円滑に実施するため、主任技術者と調査職員は常に密接な連絡

をとり作業の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受

託者が打合せ記録簿に記録し相互に確認しなければならない。なお、連絡は積極的に

電子メールやファクシミリ等を活用し、それらで確認した内容のうち必要なものは必

ず打合せ記録簿を作成するものとする。 

２ 作業着手時及び設計図書で定める作業の区切りにおいて、主任技術者と調査職員は

打合せを行うものとし、その結果について受注者が打合せ記録簿に記録し相互に確認

しなければならない。 

３ 受注者は、貸与品及び支給品がある場合は、その受払状況を登録した帳簿を備え付

け、常にその管理状況を明らかにしておかなくてはならない。また、受注者は作業完

了時（完了前であっても工程上支給品の精算が行えるものについてはその時点）には、

支給品精算書を調査職員に提出しなければならない。 

４ 主任技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は速やかに調査

職員と協議するものとする。 

 

（関係官公庁への手続き等） 

第９条 受注者は、作業の実施にあたっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの

際に協力しなければならない。また、受注者は、作業を実施するため関係官公庁等に

対する諸手続が必要な場合は、速やかに行うものとする。 

２ 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは遅滞なくその旨を調査職員に報告

し協議するものとする。 

 

（土地への立入り等） 

第１０条 受注者は、屋外で行う作業を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入

る場合は、調査職員及び関係者と十分な協調を保ち作業が円滑に進捗するように努め

なければならない。また、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった

場合には、直ちに調査職員に報告し指示を受けなければならない。 

２ 受注者は、作業実施のため宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立入る場合は、

あらかじめ占有者に通知しなければならない。ただし、占有者に対してあらかじめ通

知することが困難であるときは、占有者に迷惑を及ぼさないよう十分注意して立入る

ものとし、この場合において遅滞なくその旨を占有者に通知しなければならない。 



３ 受注者は、作業実施のため植物伐採、かき、さく等の除去又は土地若しくは工作物

を一時使用するときは、あらかじめ土地所有者及び占有者の許可を得て行わなければ

ならない。 

４ 前項の場合において生じた損失及び業務実施にあたり第三者に与えた損害は、受注

者の責任において補償するものとする。 

 

（成果品） 

第１１条 受注者は発注者の示す様式により、成果品として関係書類を提出しなければ

ならない。成果品は全て発注者の所有とし、発注者の承諾を受けないで他に公表、貸

与又は使用してはならない。 

 

（関係法令及び条例の遵守） 

第１２条 受注者は、作業の実施に当たっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守

しなければならない。 

 

（守秘義務） 

第１３条 受注者は、作業の実施過程で知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならな

い。 

２ 受注者は、業務上収集した情報を、発注者の許可なく複写及び加工し庁外へ持ち出

してはならない。 

 

（安全等の確保） 

第１４条 受注者は、屋外で行う作業の実施に際しては、関係者だけでなく、付近住民、

通行者、通行車両等の第三者の安全確保のため次の各号に掲げる事項を遵守しなけれ

ばならない。 

（１）常に作業の安全に留意し現場管理を行い災害の防止に努めなければならない。 

（２）作業現場に別途他の作業又は工事等が行われる場合は、相互協調して作業を遂

行しなければならない。 

（３）作業実施中管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の妨害、公衆の迷惑とな

るような行為、作業をしてはならない。 

２ 受注者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、

河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、作業実施

中の安全を確保しなければならない。 

３ 受注者は、屋外で行う作業の実施にあたり、事故等が発生しないよう現場従事者等

に安全教育の徹底を図り指導、監督に努めなければならない。 

４ 受注者は、屋外で行う作業の実施にあたっては、安全の確保に努めるとともに労働



安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。 

５ 受注者は、屋外で行う作業の実施にあたり、災害予防のため次の各号に掲げる事項

を厳守しなければならない。 

（１）災害の防止に努めなければならない。 

（２）屋外で行う作業に伴い立木等を伐採した場合は、これを野焼きしてはならない。

なお処分する場合は、関係法令を遵守するとともに関係官公署の指導に従い、必

要な措置を講じなければならない。 

（３）現場従事者等の喫煙、たき火等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用

は禁止しなければならない。 

（４）ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用

を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。 

（５）作業現場に関係者以外の立入を禁止する場合は、板囲い、ロープ等により囲う

とともに立入り禁止の標示をしなければならない。 

６ 受注者は、屋外で行う作業の実施にあたっては豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の

自然災害に対して、常に被害を最小限に食い止めるための防災体制を確立しておかな

ければならない。災害発生時においては、第三者及び使用人等の安全確保に努めなけ

ればならない。 

７ 受注者は、屋外で行う作業実施中に事故等が発生した場合は、直ちに調査職員に報

告するとともに、別表様式２により事故報告書を速やかに調査職員に提出し、調査職

員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。 

８ 受注者は、作業を完了したときには、残材、廃物、木くず等を撤去し現場を清掃し

なければならない。 

 

（その他） 

第１５条 入札（又は見積書の提出）に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別  表 

様式番号 名     称 提出 

部数 

宛  先 提出先 提出時期 

受注者様式 作業実施計画書 

（工程表） 

１部 岩美町長 調査職員 作業着手前 

受注者様式 主任技術者選任通

知書 

１部 

 

岩美町長 調査職員   〃 

受注者様式 作業班長選任通知

書（現場代理人） 

１部 岩美町長 調査職員   〃 

様式 １ 作業進度報告書 １部 岩美町長 調査職員 作業実施中 

受注者様式 納 品 書 １部 岩美町長 調査職員 作業終了後 

様式 ２ 事故報告書 １部 岩美町長 調査職員 必要時 

 



様式 ２ 

令和  年  月  日 

 

岩美町長 長 戸  清 様 

 

会社所在地 

会 社 名                    

主任技術者                    

印 

 

 
事 故 報 告 書 

 
 

下記のとおり、事故が発生しましたので報告します。 

 

 

１．作業名及び作業地区 

 

 

２．事故発生年月日  令和  年  月  日  曜日（   時  分頃） 

 

 

３．事故発生場所 

 

 

４．事故発生状況 

 

 

 

 

 

 

 

５．事故の原因 

 

 

 

６．事故発生後にとった措置 

 

 

 

７．添付資料（状況写真、状況説明図など） 

 



地籍調査事業委託業務特記仕様書 

 

１ 一般事項 

  本業務は、国土調査法に基づく地籍調査事業について、地上法及び航測法

における数値法地籍測量により成果品を作成する。 

 

２ 委託業務名 

  令和７年度岩美町地籍調査業務（その１） 

 

３ 委託業務場所 

  岩美町大字 小田 地内 外 

 

４ 業務完了期限 

令和 ８年 ３月１３日 

 

５ 業務概要 

計画区域 
２４０２ 

小田の一部 

２５０２ 

小田の一部 

２３０３ 

大坂の一部 

面  積 ０．４５㎢ ０．１４㎢ ０．１３㎢ 

調査後筆数 ― ― ９６筆 

視通条件 山Ⅰ 山Ⅰ 山Ⅱ 

縮  尺 1/1,000 1/1,000 1/1,000 

精  度 乙 2 乙１ 乙１ 

実施工程 C・RD・E C・E・F1・FⅡ-1 FⅡ-2、G,H 

測量方法 航測法 地上数値法 地上数値法 

そ の 他 ― D 工程省略 D 工程省略・数値情報化 

 

６-１ 成果品及び法令の適用（航測法） 

地籍調査作業規程準則運用基準第１９条及び第５６条による 

（１）各単位作業共通：    ① 工程表 

                 ② 検査成績表 

                 ③ その他測量工程上必要な資料 

（２）地籍図根三角測量：   ① 基準点等成果簿写 

                 ② 地籍図根三角点選点手簿 

                 ③ 地籍図根三角点選点図〔準則第５０条〕 

                 ④ 地籍図根三角点平均図〔準則第５０条〕 



     ⑤ 地籍図根三角測量観測計算諸簿 

                 ⑥ 地籍図根三角点網図〔準則第５２条〕 

                 ⑦ 地籍図根三角点成果簿〔準則第５２条〕 

                 ⑧ 精度管理表 

     ⑨ 測量標の設置状況写真 

（３）航空測量： 

 Ⅰ標定点等の設置   ① 基準点等成果簿写 

                ② 標定点／調整用基準点選点図 

〔準則第７７条〕 

                 ③ 標定点／調整用基準点配置図 

                 ④ 標定点／調整用基準点測量簿（必要な場合） 

                 ⑤ 標定点／調整用基準点成果簿 

                 ⑥ 精度管理表 

                 ⑦ 航空図根点選点図〔準則第７７条〕 

                 ⑧ 標識の設置状況写真 

 Ⅱ対空標識の設置    ① 対空標識点明細票 

     ② 対空標識点一覧図 

     ③ 精度管理表 

  Ⅲ空中写真測量   <空中写真撮影> 

     ① 標定図 

                ② 空中写真 

     ③ サムネイル写真 

     ④ ＧＮＳＳ／ＩＭＵ計算精度管理表 

     ⑤ 撮影記録 

     ⑥ 精度管理表 

             <空中三角測量> 

     ① 空中三角測量成果表 

     ② 空中三角測量実施一覧図 

     ③ 写真座標測定簿 

     ④ 内部標定計算簿 

     ⑤ 相互標定計算簿 

     ⑥ バンドル調整計算簿（標定点残差表、写真座    

                  標残差表、外部標定要素残差表） 

      ⑦ 航測図根点成果簿 

     ⑧ 航測図根点配置図 

     ⑨ 精度管理表 

             <基礎資料の作成> 

     ① オルソ画像 



     ② オルソ画像一覧図 

    ③ 精度管理表 

 Ⅳ航空レーザー測量<航空レーザー計測> 

               ① 航空レーザー計測コース図 

               ② 航空レーザー計測データ 

    ③ ＧＮＳＳ／ＩＭＵ計算精度管理表 

    ④ 航空レーザー計測記録・航跡図・計測漏れ点検図 

    ⑤ 精度管理表 

               <航空レーザー計測データの解析> 

    ① ＧＮＳＳ／ＩＭＵ計算精度管理表 

    ② 調整用基準点調査表 

    ③ コース間点検箇所配点図 

    ④ コース間点検箇所残差表 

    ⑤ 航空図根点成果簿 

    ⑥ 航空図根点配置図 

    ⑦ 調整用基準点残差表 

    ⑧ ＤＳＭ成果簿 

    ⑨ ＤＭＳデータファイル 

    ⑩ ＤＥＭ成果簿 

    ⑪ ＤＥＭデータファイル 

    ⑫ 精度管理表 

               <基礎資料の作成> 

    ① 微地形表現図ファイル 

    ② 微地形表現図一覧図 

    ③ 精度管理表 

   Ⅴ補備測量     ① 細部図根点選点図 

               ② 細部図根測量観測計算諸簿 

                 ③ 細部図根点網図〔準則第６７条〕 

                  ④ 細部図根点成果簿〔準則第６７条〕 

                   ⑤ 細部図根測量精度管理表 

     ⑥ 一筆地測量観測計算諸簿 

                  ⑦ 一筆地測量精度管理表 

 Ⅵ筆界点の座標抽出   ① 筆界点座標値算出成果簿 

               ② 精度管理表 

（４）地籍図原図の作成：  ① 筆界点番号図〔準則第７４条〕 

    ② 筆界点成果簿（番号図区域ごとにまとめる） 

                   〔準則第７４条〕 

    ③ 地籍図一覧図〔準則第７４条〕 



    ④ 仮作図〔準則第７４条〕 

    ⑤ 原図〔準則第７４条〕 

    ⑥ 地籍明細図（必要な場合）〔準則第７５条〕 

（５）地 積 測 定：      ① 地積測定観測計算諸簿 

                ② 地積測定成果簿〔準則第８７条〕 

    ③ 筆界点座標値等の電磁的記録 

    ④ 精度管理表 

（６）地籍図・地籍簿作成：,① 地籍図 

               ② 地籍簿 

    ③ その他資料 

（７）数 値 情 報 化：  ① 地籍フォーマット２０００ 

                 ② 国土調査登記情報ファイル 

                 ③ 地籍フォーマット検査結果成績表、ダンプリスト 

                 ④ 情報記録媒体（CD-R） 

                 ⑤ その他資料 

 

６-２ 成果品及び法令の適用（地上数値法） 

地籍調査作業規程準則運用基準第１９条及び第５６条による 

（１）各単位作業共通：  ① 工程表 

              ② 検査成績表 

              ③ その他測量工程上必要な資料 

（２）地籍図根三角測量： ① 基準点等成果簿写 

              ② 地籍図根三角点選点手簿 

              ③ 地籍図根三角点選点図〔準則第５０条〕 

              ④ 地籍図根三角測量観測計算諸簿 

              ⑤ 地籍図根三角点網図〔準則第５２条〕 

              ⑥ 地籍図根三角点成果簿〔準則第５２条〕 

              ⑦ 精度管理表 

⑧ 測量標の設置状況写真 

（３）地籍図根多角測量： ① 地籍図根多角点選点図〔準則第５６条〕 

              ② 地籍図根多角測量観測計算諸簿 

              ③ 地籍図根多角点網図〔準則第５８条〕 

              ④ 地籍図根多角点成果簿〔準則第５８条〕 

              ⑤ 精度管理表 

              ⑥ 測量標の設置状況写真 

（４）地籍細部測量：   ① 細部図根点選点図 

             ② 細部図根測量観測計算諸簿 

              ③ 細部図根点網図〔準則第６７条〕 



              ④ 細部図根点成果簿〔準則第６７条〕 

              ⑤ 一筆地測量観測計算諸簿 

              ⑥ 筆界点番号図〔準則第７４条〕 

              ⑦ 筆界点成果簿（番号図区域ごとにまとめる） 

〔準則第７４条〕 

              ⑧ 精度管理表 

⑨ 地籍図一覧図〔準則第７４条〕 

⑩ 仮作図〔準則第７４条〕 

⑪ 原図〔準則第７４条〕 

⑫ 地籍明細図（必要な場合）〔準則第７５条〕 

（５）地 積 測 定：  ① 地積測定観測計算諸簿 

             ② 地積測定成果簿〔準則第８７条〕 

③ 筆界点座標値等の電磁的記録 

④ 精度管理表 

（６）地籍図・地籍簿作成：① 地籍図 

             ② 地籍簿 

 ③ その他資料 

   （７）数 値 情 報 化：    ① 地籍フォーマット２０００ 

                       ② 国土調査登記情報ファイル 

                       ③ 地籍フォーマット検査結果成績表、ダンプリスト 

                       ④ 情報記録媒体（CD-R） 

                       ⑤ その他資料 

 

７ その他 

（１）成果品について、検査を受け不合格のものは、受注者において速やか

に訂正するものとする。 

（２）本仕様書及び業務中に疑義をまたは詳細について不明な点が生じた時

は、双方が協議して決定するものとする。 

（３）受注者は、業務上知り得た情報は厳重に管理し、一切外部に漏らして

はならない。 

（４）打合せ回数は、着手時、中間時、最終時の３回とする。 
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国土調査（地籍調査）事業一筆地調査仕様書 

第１章 総 則 

 

（目  的） 

第１条  本仕様書は、岩美町が国土調査法に基づき実施する地籍調査事業に伴う一筆地調査

の作業方法等について定めるものである。 

 

（作業規程） 

第２条  本業務にあたっては本仕様書のほか業務委託契約書及び下記の法令等により行い

疑義を生じた場合には監督職員と協議し実施すること。 

（１）国土調査法（昭和２６年法律第１８０号） 

（２）国土調査法施行令（昭和２７年政令第５９号） 

（３）地籍調査作業規程準則（昭和３２年総理府令第７１号） 

同運用基準（平成１４年国土国第５９０号国土交通省土地・水資源局長通知） 

（４）地籍図の様式を定める省令（昭和６１年総理府令第５４号） 

（５）地籍簿の様式を定める省令（昭和５３年総理府令第３号） 

（６）地籍調査事業工程管理及び検査規程 

    （平成１４年国土国第５９１号国土交通省土地・水資源局長通知） 

同細則（平成 14年国土国第 598号国土交通省土地・水資源局国土調査課長通知） 

（７）地籍調査事業（外注）実施要領（平成１５年国土国第 504号国土調査課長通知） 

（８）リモートセンシング技術を用いた山村部の地籍調査マニュアル 

 （平成 30年 5月 31日付け国土籍第２１５号国土交通省土地・建設産業局地籍整備  

  課長了） 

（９）リモートセンシング技術を用いた山村部の地籍調査事業工程管理及び検査規定 

  （平成30年8月24日付け国土籍第４０５号国土交通省土地・建設産業局地籍整備課 

   長決定） 

（１０）リモートセンシング技術を用いた山村部の地籍測量及び地籍測定における作業の記 

   録・成果の記載例（平成 30年 8月国土交通省土地・建設産業局地籍整備課） 

（１１）リモートセンシング技術を活用した基本調査における集会所等での説明会実施の手 

   引き（令和元年 12月国土交通省土地・建設産業局地籍整備課） 

（１２）その他関係法令及び通達 

 

（計  画） 
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第３条  受注者（以下「乙」という。）は、業務着手前に作業実施計画書、着手届、主任技術者届、

現場代理人届等を作成し、発注者（以下「甲」という。）の承認を受けなければならない。

また、その計画を変更しようとする時も同様である。 

 

（秘密厳守） 

第４条  （１）乙は、業務上知り得た個人情報を外に漏らしてはならない。 

        （２）業務上収集した情報を甲の許可なく複写及び加工し、庁外に持ち出してはならな 

        い。 

  

（身分証明書及び土地立入） 

第５条  （１）乙は業務の実施にあたり、甲が貸与する国土調査法第２４条第３項の規定に基づ

く身分証明書を常時携帯し、関係者の請求があればこれを提示すること。 

      （２）調査のため他人の土地に立ち入る場合は、あらかじめ当該土地所有者又は既住

居者にその旨を通知すること。 

      （３）乙は業務終了後、速やかに身分証明証を甲に返納すること。 

 

（補  償） 

第６条  業務実施にあたり、乙が第三者に与えた損害は、乙の責任において補償するものと

する。 

(工程管理) 

第８条  受注者は、本業務の実施にあたり、各工程に適用される「地籍調査事業工程管理及び 

    検査規程」又は、「リモートセンシング技術を用いた山村部の地籍調査事業工程管理及び 

    検査規程」に従い、 各工程において発注者が指定する工程管理者の指示する帳票等を 

    提出し、点検を受けなければならない。 

  ２ 受注者は、作業日誌を作成し、進捗状況等を発注者に求められた場合は、これに応じな  

   ければならない。 

  ３ 主任技術者は、各工程において自社点検を徹底させるものとし、点検した項目には、検 

    符を付すものとする。 

 

（工程検査) 

第９条  受注者は本業務の実施にあたり、各工程に適用される「地籍調査事業工程管理及び  

    検査規程」又は、「リモートセンシング技術を用いた山村部の地籍調査事業工程管理及び 

    検査規程」に基づき、各工程において発注者が指定する工程検査者の指示する帳票等を   

     提出し、検査を受けなければならない。 

  ２ 受注者は、工程検査並びに完了検査において、過失又は粗漏に起因する誤りが判明した  

   場合は、速やかに受注者の負担において対応するものとする。 
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  ３ 本作業は、成果品に業務完了報告書、納品書 成果一覧表等 を添えて提出し、検査に合 

   格した時点をもって完了とする。 

（訂  正） 

第７条  乙は、業務終了後に成果の誤りがあった場合は、責任をもって直ちに訂正しなければ

ならない。 

 

（保  安） 

第８条  乙は、本業務中交通の妨害となるような行為はもちろん公衆に迷惑をおよぼさない

よう次の各項により、作業しなければならない。 

（１）交通及び保安に関係ある作業については、あらかじめ所轄官公庁と十分な打ち合

わせの上施行するとともに、安全管理に十分配慮すること。 

（２）本業務従事者は常に言動には十分注意し、無益な摩擦や紛争を起こさないこと。 

（３）本業務中事故が生じた場合は、所要の措置を講ずるとともに事故発生の原因、経

過及び事故による被害の内容について速やかに甲に報告すること。
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第２章  業務の概要 

 

（業務箇所） 

第９条  作業区及び事業量は次のとおりである。 

（１）作業区域  ①岩美町大字小田の一部（計画区コード：2402 航測法） 

           ②岩美町大字小田の一部（計画区コード：2501 地上法） 

（２）事 業 量  ①０．45㎢ 52筆  （計画区コード：2402 航測法）                 

                    ②０．14㎢ 174筆   （計画区コード：2501 地上法） 

 

（業務内容） 

第１０条 本業務は、国土調査法に基づく地籍調査作業を リモートセンシング技術を用いた手

法により 実施するものとする。乙は契約諦結後、速やかに作業計画を甲に提出し、その

承認を受けなければならない。なお、一筆地調査の工程及び作業内容は下記のとおり

とする。 

 

一筆調査の工程 作業内容 

作業準備 

     

     

作業進行予定表作成 

単位区域界の調査 

調査図素図等の作成 

     

現地調査等の通知 

市町村の境界の調査 

現地調査等 （航測法） 

      

 

 

 

 

 

        （地上法） 

 

取りまとめ 

作業進行予定表 

関係者名簿作成 

関係者説明会の開催 

現地調査計画立案 

     

調査図素図の作成 

調査図一覧図 

現地調査等の通知 

      

筆界案の作成 

現地確認の実施 

長狭物の調査 

特殊な土地に対する処理 

地目の調査 

土地の所有者等への集会所等での

筆界の調査・確認（図面等調査） 

所有者，地番，地目，筆界の調査 

調査図素図等の作成 

点検整理 
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（リモートセンシング技術を用いた一筆地調査） 

第１１条 本作業は、資料整理、調査図素図の作成、筆界推定線図の作成、現地調査、境界確認 

    の通知 準備、筆界確認、点検整理等を行うものとし、受注者は発注者より業務に必要な 

    資料等の貸与を受けるものとする。 

  （１）貸与を受けた資料については、現地調査成果及び山村境界基本三角測量成果並びに航 

   空レーザ測量成果を整理するとともに、本業務の調査区域内における筆及び調査区域に 

   隣接する筆の関係資料を精査し、整理するものとする。 

  （２）関係資料は、資料一覧として、資料ごとに作成年度、縮尺、表示事項等の内容を整理す 

   るものとする。 

  （３）関係 資料の内容及び「リモートセンシング技術を用いた山村部の地籍調査マニュア 

   ル」等を踏まえ、作業方法を 検討するものとする。 

  （４）受注者は、筆界 調査が円滑に行えるよう、発注者とともに事前に隣接市町の行政界 

   管理者や 道路等長狭物管理者である国、県及び関係機関等 （以下、「管理者」という。）  

   と十分に協議、調整を行うこと。また、筆界確認は、管理者との確認を先行して行い、その 

   後、土地所有者との確認を行うことを原則とするが、発注者、受注者及び管理者の協議に 

   より同時に実施することもできるものとする。また、管理者への境界 立会 申請書等の事 

   前提出書類については、発注者の指示に従い受注者の負担において、作成するものとす 

   る。 

  （５）受注者は、境界確認日程について、筆数・面積等を考慮の上、発注者と十分に協議、調 

   整を行い、境界確認日程表を作成のうえ発注者に提出すること。 

  （６）受注者は、筆界の確認に際し、法務局備え付けの地積測量図等が存在する場合は、これ 

   を把握するとともに、土地所有者等から説明を求められた場合は、これに誠実に対応し、 

   調査が円滑に進むよう努めるものとする。また、筆界の確認の基となった資料の内訳を記 

   録するものとする。 

 ２ 調査図素図及び筆界推定線図等の作成にあたっては、次の点を考慮の上、作成するもの 

  とする。 

  （１）調査区域において、 「地籍調査作業規程準則」及び「同運用基準」に基づき、 調査図素 

   図及び調査図一覧図を 作成するものとする。 

  （２）筆界推定線図については、調査図素図及び地積測量図などを基 現地調査図素図 、微 

   地形表現図、林相識別図、樹高分布図、デジタルオルソ画像、空中写真等から得られる筆 

   界情報等を重ね合わせて作成するものとする。 

  （３）現地調査又は現地精通者による確認が必要と判断される筆界について、その旨を調査 

   図素図に記録し、後続の作業において確認作業を実施するものとする。 

  （４）調査図素図 及び筆界推定線図は、集会所等における土地所有者等による筆界の確 

   認に先立ち、その作成過程で使用した各種筆界情報等を ＧＩＳ等で分かりやすく表示し 

   ながら、現地精通者による確認を受けるものとする。 
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  （５）現地精通者の証言等に基づき、調査図素図に記載された筆界の位置を修正する場合 

   は、修正後の位置を調査図素図に記録するとともに、筆界推定線図を新たに作成するも 

   のとする。 

  （６）現地精通者による調査図素図等の確認の結果については、各点及び各筆の属性情報と 

   して確認年月日とともに記録し、管理すること。 

 ３ 筆界推定線図作成後には、次の点を考慮し、現地調査を実施するものとする。 

  （１）前項にて作成した筆界推定線図をもとに、現地精通者等立会のうえ、現地調査を実施 

   する。現地調査の結果、情報の追加、更新等の必要が生じた場合は、筆界推定線図等の修 

   正を行うものとする。 

  （２）筆界の位置を修正した場合は、その属性情報に修正方法及び修正理由に関するデータ 

   を付加し、管理するものとする。 

  （３）現地調査を行ったときは、現地調査図及び地籍調査票に調査年月日及び筆界等の調査 

   結果を記録するものとする。 

  （４）筆界等の調査を行ったときは、写真等を撮影し、土地所有者に調査地点の説明ができ 

   るようにするものとする。 

  （５）調査を実施した地点については、ネットワーク型ＲＴＫによる測量方法又はＤＧＰＳ測量 

   機を用いる測量方法を用いた単点観測法で位置を計測し、その結果を現地調査図に記録 

   するものとする。ただし、ネットワーク型ＲＴＫによる測量方法又はＤＧＰＳ測量機を用いる 

   測量方法を用いた単点観測法で計測が困難な地点については、ハンディＧＰＳを用いる 

   ことができるものとする。なお、これらによりがたい場合は、発注者と協議するものとす 

   る。 

 ４ 集会所等における土地の所有者等の立会については、次の点に考慮するものとする。 

  （１）筆界等の確認については、「リモートセンシングデータを活用した基本調査における集 

   会所等での説明会実施の手引き」を参考に実施するものとする。また、筆界確認の会場と 

   してとしては、利便性を考慮した場所で行うものとする。 

  （２）調査区域の土地所有者等に対して調査の結果得られた筆界や地理情報等の位置を集 

   会所等で確認する立会に関する通知をするため、発注者と調整し、名寄及び日程表の作 

   成を行うものとする。 

  （３）筆界の確認会場に、現地調査図、地籍調査票、微地形表現図、林相識別図、樹高分布 

   図、デジタルオルソ画像、筆界推定線図、現地写真、その他発注者が指示する資料と土地 

   所有者等への説明のための資料及び装置等を準備するものとする。 

  （４）筆界推定線図等を用いて土地所有者等に対し、調査の結果得られた筆界や地理情報等 

   の位置を説明するものとする。また、必要に応じて筆界推定線図等の情報をＧＩＳ等で三 

   次元画像化し、関連する情報を分かりやすく土地所有者等に説明するものとする。  

   なお、説明にあたっては、地籍調査の専門的知識に加え、境界立会を伴う調査、測量につ 

   いて十分精通しており、現地の状況等を説明できる者が行うものとする。また、筆界の説 
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   明に当たっては、立会人が誘導されたと感じることのないよう言動には特に留意し、慎重 

   に行うものとする。 

  （５）受注者は、筆界の確認が実施された場合には、地籍調査票に土地所有者、その他利害 

   関係人、又はその代理人等に署名させるものとする。 

  （６）筆界推定線図に示された筆界の位置等に修正の意見があった場合は、土地所有者等の 

   意見を基に筆界推定線図を修正するとともに、地籍調査票に修正事項を記入するものと 

   する。なお、修正は、発注者の確認を得て行うものとする。 

  （７）筆界位置の確認のために現地における立会を希望する土地所有者等が存在する場合 

   には、その旨を筆界推定線図に記録し、発注者と協議するものとする。 

  （８）筆界推定図作成にあたり山林部以外の土地で筆界位置の特定が困難な場所がある場 

   合は、当該集会所等における土地の所有者等の立会の前に、現地により土地所有者等立 

   会のもと、筆界位置の特定を行うものとする。この場合は、通常の地籍調査と同様に調 

   査・測量し筆界位置の特定を行うものとする。 

  （９）土地所有者等が欠席の場合や筆界情報等を把握していない場合については、隣接土地 

   所有者や現地精通者等からの聴き取りや各種基礎資料を重ね合わせた上で想定される 

   筆界の位置を筆界推定線図の上に点線で表示し、関係資料とともに郵送等により、筆界 

   位置を確認するものとし、地籍調査票に理由、年月日等を記録するものとする。 

  （10）筆界推定線図を使用した筆界の説明、修正作業、記録の保存等は、ＧＩＳ等の機能を利 

   用して実施するものとする。 

  （11）受注者は、筆界確認の実施状況について、調査日毎に取りまとめ、作業日誌を作成す 

   るものとする。また、問題点が発生した場合は、その旨も記載し発注者に報告すること。 

  （１２）後続工程または認証請求において、問題となる事項については、その理由及び経緯な 

   どを具体的に明記し、発注者に提出すること。 

  （13）受注者は、筆界の確認が得られない土地については、その理由・経緯等を具体的に地 

   籍調査票に記入し、境界確認不調箇所調書（立会不調調書）を作成し、発注者に提出する 

   こと。 

  （14）受注者は、住所不明等により、土地所有者等の立会の出来ない土地については、その 

   経緯を地籍調査票に記入し、不立会地調書を作成し、発注者に提出すること。 

  （15）受注者は、筆界確認完了後においても契約期間中に土地所有者等から筆界位置の変 

   更等の申し出が発生した場合には、受注者の責任において、速やかに再調査の上、筆界の 

   確認を行い、修正すること。 

  （16）受注者は、調査図素図に境界点番号、境界標示、筆界未定箇所、その他調査図素図の 

   表示が現地調査等の結果と相違している事項について訂正を行い、調査図を作成し、発 

   注者に提出すること。 

 ５ 筆界位置が確認されたときは、次の点を考慮の上、筆界点位置の計測を行うものとする。 

  （１）前項の筆界確認作業により得られた筆界点の位置について、ＧＩＳ等の機能を用いて位 
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   置情報（座標値）を計測するものとする。また、標高については、航空レーザ測量で作成し 

   たＤＥＭから取得するものとする。 

  （２）ＧＩＳ等により計測した筆界点の座標値及び標高については、筆界点成果簿にとりまと 

   めるものとする。 

（補備調査） 

第１２条 本作業は、現地調査の通知、現地調査、点検整理を行うものとし、受注者は発注者よ 

    り業務に必要な資料等の提供を受けるものとする。また現地立会による一筆地調査の 

    実施に当たっては、受注者は、立会人が誘導されたと感じることのないよう言動に特に 

    留意し、慎重に行うものとする。 

  (１) 受注者は、現地調査が円滑に行えるよう、発注者とともに事前に街区を構成する道路 

   等長狭物管理者である国、県及び関係機関等と十分に協議、調整を行うこと。また現地境 

   界確認は、道路等長狭物管理者との確認を先行して行い、その後土地所有者との立会い 

   を行うことを原則とするが、発注者、受注者及び道路等長狭物管理者の協議により同時 

   に行うこともできるものとする。 

  (２) 受注者は、立会日程及び作業班体制等について、筆数・面積等を考慮の上、発注者と 

   十分に協議、調整を行い、立会日程表を作成のうえ発注者に提出すること。 

  (３) 受注者は、作業班に分かれて現地調査を行う場合は、各班に班長及び副班長を配置 

   し、これを発注者に報告すること。その班長については、地籍調査の専門的知識に加え、 

   境界確認立会を伴う調査、測量について十分精通しているものとする。 

  (４) 受注者は、筆界の確認に際し、法務局備え付けの地積測量図等が存在する場合は、こ 

   れを把握するとともに、土地の所有者等から説明を求められた場合は、これに誠実に対応 

   し、調査が円滑に進むよう努めるものとする。 

  (５) 受注者は、土地の所有者等へ現地調査の実施を通知するために、立会日時を記載した 

   日程表及び土地の名寄を作成すること。 

  (６) 受注者は、境界立会が実施された場合には、地籍調査票に土地所有者、その他利害関 

   係人、又はその代理人等に署名させるものとする。 

  (７) 受注者は、現地立会の実施状況について、調査日毎に取りまとめ、作業日誌を作成す 

   るものとし、問題点が発生した場合は、その旨も記載し発注者に報告すること。 

  (８) 後続工程又は認証請求において、問題となる事項については、その理由及び経緯等を 

   具体的に明記し、発注者に提出すること。 

  (９)受注者は、筆界の確認が得られない土地については、その理由・経緯等を具体的に地籍 

   調査票に記入し、境界確認不調箇所調書（立会不調調書）を作成し、発注者に提出するこ 

   と。 

  (10) 受注者は、住所不明等により、土地所有者等の立会の出来ない土地については、そ  

    の経緯を地籍調査票に記入し、不立会地調書を作成し、発注者に提出すること。 

  (11) 現地調査完了後において、契約期間中に土地所有者等から境界杭の位置の変更等が 
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   発生した場合には、受注者の責任において、速やかに再調査の上、境界杭の埋設を行い、 

   再測を実施すること。 

  (12)受注者は、調査図素図に境界番号、境界標示、筆界未定箇所、その他調査図素図の表 

   示が現地調査の結果と相違している事項について訂正を行い、調査図を作成し、発注者 

   に提出すること。 

  (13) 境界杭及び杭番号プレート（国土調査専用）は、発注者の指示する物を使用するもの 

   とし、境界杭はプラスチック杭（4.5cm×4.5cm×45cm）を標準とし、地下埋設物に損 

   傷を及ぼす恐れがある等、特段の事情がある場合は、発注者と協議の上、境界プレート又 

   は、金属鋲も使用することができるものとする。 

 

（図面等調査） 

第１３条 本作業は、補備調査の実施に伴い、欠席等の理由により現地において筆界の確認が 

   できなかった場合、筆界を示す資料をもって図面等調査を行うものである。 

  （１）受注者は、現地調査において、土地所有者等が欠席であり、再度日程調整したものの立 

   会ができない場合は、図面等調査により筆界の調査を行うものとする。また、発注者より 

   指示があった場合も同様とする。 

  （２）受注者は、筆界を明示するための資料を整理するものとする。 

  （３）筆界案を作成するときは、筆界に関する情報を総合的に考慮するとともに、隣接土地 

   所有者等の意見を反映した位置を図面等に明示したものを作成するものとする。 

  （４）図面等への明示に用いる図形等は、地形図及び航空写真、その他筆界の位置を特定で 

   きる資料を用いるものとする。 

  （５）土地所有者等に筆界位置の判断を仰ぐため、筆界位置を特定しやすいよう筆界位置が 

   わかる写真等を用い、遠景及び近景の写真を撮影し、資料に添付するものとする。 

  （６）送付する資料には、筆界案を作成するために使用した根拠資料のほか、筆界未定とな 

   る場合の不利益を明示したもの、地籍調査票、委任状等を添付するものとする。 

  （７）筆界が確認されたときは、調査図素図に境界番号、境界標示、筆界未定箇所、その他調 

   査図素図の表示が現地調査の結果と相違している事項について訂正を行い、調査図に反 

   映させるものとする。 

 

（地上法による現地調査） 

第１４条 立会は乙の主導で行うものとするが、問題点等が発生した場合は監督職員を要

請するものとする。 

 

（土地の立入） 

第１５条 本業務の実施にあたり他人の土地に立ち入る場合は、甲が発行する土地立入証

及び乙の身分証明証を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければ
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ならない。ただし、宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入る場合は、あらかじ

め所有者に通知しなければならない。 

 

（作業に関する業務報告） 

第１６条 （１）乙は地籍調査業務中原則として、作業の進捗状況を随時、監督職員に報告するも

のとする。 

      （２）乙は、貸与品及び支給品がある場合は、その受払状況を登録した帳簿を備え付

け、常にその管理状況を明らかにしておかなくてはならない。また、乙は作業完了

時（完了前であっても工程上支給品の精算が行えるものについてはその時点）に

は、支給品精算書を監督職員に提出しなければならない。 

 

（提出書類） 

第１７条 乙は甲が示す様式により、成果品として関係書類を提出しなければならない。成果品

は全て甲の所有とし、甲の承諾を受けないで他に公表、貸与してはならない。 
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第３章  業務の実施 

 

（地籍調査票等の作成） 

第１８条 （１）作業区域内の土地台帳及び名寄帳作成は、法務局の土地登記簿を利用す

ること。 

（２）調査期間においての土地の異動を把握するため、地籍簿案作成の前に上

記による照合したデータについて、再度登記簿と照合すること。 

（３）作業区域内の調査図素図作成は、法務局備付けの公図（字図）を利用す

ること。また、分筆登記等により地積測量図が備え付けられていれば、写

しを取り確認すること。 

 

（土地登記簿データ入力） 

第１９条 （１）地籍調査票を作成したデータを甲のコンピュータに入力すること。（シス

テムの場合） 

（２）地籍調査票を作成するのにコンピュータによるデータ入力が出来ない箇

所は手作業とすること。 

 

（立会通知文及び調書作成） 

第２０条 （１）乙は一筆調査の実施を土地の所有者又はその代理人に通知するため立会

目的、日時等を記載した立会通知文を作成すること。（甲と協議） 

（２）上記の場合、乙は甲と十分打ち合わせの上、一筆地調査に着手する時期

を決定し、各作業班毎にその日時、地番、所有者等を記入し、一筆地調査

立会調書として作成すること。 

（３）立会通知文は、立会日の４週間前までに甲に提出すること。 

 

（立会連絡事務） 

第２１条 （１）土地所有者に対して地籍調査の意義及び作業の内容を説明し、一筆地調

査に立ち会うべき旨を電話にて連絡すること。（甲と協議） 

（２）調査日程については、筆数・面積等を十分に考慮し、日割及び作業班体

制を決定すること。その決定については、監督職員と協議を行うこと。 

（３）土地所有者への立会通知については、所有者及び共有者全員、所有者が

死亡の場合は相続人全員へ通知すること。また、住所不明者については監督

職員と協議すること。（甲と協議） 

（４）必要に応じて地元説明会を開催すること。（甲と協議） 
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（一筆地調査作業） 

第２２条 （１）一筆地調査は、調査図素図に基づいて、おおむね土地の配列の順序に従

い、毎筆の土地について、その所有者、地番、地目、及び筆界の調査を行

うものとする。 

（２）各筆の立会については、土地所有者、その他利害関係人の立会が確実と

なるよう努め、不備のないようにすること。 

（３）各筆の筆界の確認は、地籍調査における最も重要な作業の一つであり、

調査を円滑かつ迅速に実施するためにも、筆界の確認にあたっては特に入

念に対処すること。 

（４）本地区の最終年度に実施する成果の閲覧（国土調査法第１７条）につい

て、土地所有者への立会状況等の説明が必要であるため、現地立会を把握

した現地担当者が出席すること。 

 

（調査図作成） 

第２３条 （１）調査図素図の表示が一筆地調査の結果と相違しているときは、当該表示

事項を訂正及び修正又は記録するとともに、次の場合には、調査図素図に

必要な事項を記録して調査図を作成すること。 

・ 分割があったものとして調査する場合 

・ 合併（一部合併を含む）があったものとして調査する場合 

・ 新規登録地を発見した場合 

・ 滅失（一部滅失を含む）又は不存在地があった場合 

・ 地番区域を変更する場合 

（２）筆界点番号標を設置したときは、その都度調査図素図の該当する箇所に

その番号を記録すること。 

（地籍調査票整理） 

第２４条 （１）一筆地調査の立会の経緯を記録するため地籍調査票に土地所有者又はそ

の代理人に署名又は記名押印を求めるとともに、地籍調査において同意（承

認）を得ることとされている次の場合には、当該同意をした土地所有者又

はその代理人あるいは、その相続人に署名又は記名押印を求めるほか地籍

調査票に必要な事項を記録し、整理すること。 

・ 地番変更をする場合 

・ 分割があったものとして調査する場合 

・ 合併（一部合併を含む）があったものとして調査する場合 

・ 滅失（一部滅失を含む）又は不存在地があった場合 

（２）上記立会後、再立会を行う箇所については、再立会の際、土地所有者又

はその代理人に再度、署名又は記名押印を求めるほか、立会時の経緯を記
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録すること。 

（３）地番区域毎に一筆調査を終えたときは、その都度地番（枝番号を含む）

の順序に編綴すること。 

 

（立会処理簿作成） 

第２５条 （１）一筆地調査の立会状況を一筆地立会調書にとりまとめるとともに、筆界

の確認が得られない土地及び土地所有者等の立会のできない土地について

は、調査の経緯等を記入し、再立会調書として作成すること。 

（２）上記の再立会調書は、各作業班、町名（字名）毎、内容別（民民、県道、

町道、水路、官有地等）毎に整理し、甲に提出すること。また、再立会日

程表は、甲と十分打ち合わせの上で作成し、土地所有者への連絡をするこ

と。 

（３）再立会の立会結果は、再立会調書に取りまとめること。 

（４）一筆地調査立会調書及び再立会調書は、各作業班毎に立会処理簿として

製本すること。 

  

（地籍簿案の作成） 

第２６条 （１）一筆調査の結果に基づき、異動事項を甲のコンピュータに入力すること。 

（２）上記の場合、調査期間内においての土地の分合筆等の異動事項について

は、登記簿と照合確認し、また甲と十分打ち合せの上入力すること。 
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第４章 検査及び成果品 

 

（検 査） 

第２７条 （１）全作業完了時乙において、十分な社内検査を行った後、甲の検査を受けるもの

とする。なお、中間においても、甲の指示があるときは各工程毎の検査を受ける

場合もある。 

（２）修正箇所がある場合は、乙は速やかに修正を行わなければならない。 

 

（本業務の納入成果品） 

第２８条 本業務で納入する成果品は次に掲げるものを標準とし、なお、成果品の様式等は関 

    係法令 等によるほか、「地籍測量及び地積測定における記録及び成果の記載例」及び、 

    「リモートセンシング技術を用いた山村部の地籍測量及び地積測定における作業の記 

    録・成果の記載例」によるものとし、発注者の指示に従うものとする 。 

       （１）地籍調査票綴 

       （２）一筆地調査素図、一筆地調査図 

       （３）作業日誌 

       （４）立会処理簿 

       （５）筆界推定線図 

       （６）収集資料 

       （７）土地台帳 

       （８）名寄帳 

       （９）法務局備付地図写（地積測量図含む） 

       （１０）土地登記簿写し 

       （１１）その他、監督職員の指示するもの 
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第５章 その他 

 

（実施期間） 

第２９条 一筆地調査の実施時期については、調査職員の指示に従うものとする。 



 様式 １                                                       【電子メール送信可】 

       作業進度報告書（地籍調査測量） 地 区 名  
   会 社 名 

 
   主任技術者        印(印略可) 

作 業 名  

作業期間 
自 令和   年   月  日 
至 令和   年   月  日 

                                   令和  年  月   第  報 
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摘      要 

 

 
注１．この報告書は、毎月末日及び作業終了時における進度を記入し、速やかに提出する。 
２．換算率は、面積換算率を用いる。なお、２種類以上の作業工程を実施したときは、それぞれの換算率により進捗率を計算する。 
３．成果品調整の工程に、成果検定日数を含む。 
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